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「入札保証金の取扱いに関する試行について」の一部改正について 

 

標記について、下記のとおり改正等することとしたので、遺漏なきよう措置され

たい。 

 

記 

 

「入札保証金の取扱いに関する試行について」（平成２２年５月２０日付け国港

総第１３５号、国港技第２０号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応す

る改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前 

２ 対象事業 

上記１の入札保証金の取扱いの対象とする事業

は、契約業者取扱要領（昭和５５年１２月１日付け

港管第３７２２号）第７条第１項第１号から第５号

に掲げる工事については、１件につき予定価格が基

準額（「工事又は業務等に係る通知等における基準

額について」（令和４年３月３０日付け国官会第２

３７５９号、国官技第３７７号、国営管第８４８

号、国営計第２１４号、国営整第１７２号、国港総

第７５０号、国港技第１１１号、国北予第７５号）

記１に定める額をいう。以下同じ。）以上の工事、

２ 対象事業 

上記１の入札保証金の取扱いの対象とする事業

は、契約業者取扱要領（昭和５５年１２月１日付け

港管第３７２２号）第７条第１項第１号から第５号

に掲げる工事については、１件につき予定価格が６

億９千万円以上の工事、第６号に掲げるその他工事

については、工事請負業者選定事務処理要領（昭和

４１年１２月２３日付け建設省厚第７６号）第３に

定める工事種別のうち、一般土木工事及び建築工事

については、１件につき予定価格が３億円以上の工

事、その他の工事種別については１件につき予定価



 

 

第６号に掲げるその他工事については、工事請負業

者選定事務処理要領（昭和４１年１２月２３日付け

建設省厚第７６号）第３に定める工事種別のうち、

一般土木工事及び建築工事については、１件につき

予定価格が３億４，０００万円以上の工事、その他

の工事種別については１件につき予定価格が基準額

以上の工事とするものとする。 

格が基準額（「工事又は業務等に係る通知等におけ

る基準額について」（令和４年３月３０日付け国官

会第２３７５９号、国官技第３７７号、国営管第８

４８号、国営計第２１４号、国営整第１７２号、国

港総第７５０号、国港技第１１１号、国北予第７５

号）記１に定める額をいう。）以上の工事とするも

のとする。 

 

 附 則 

この通達による改正後の各規定は、令和７年４月１日から契約を締結する工事に

適用する。ただし、令和７年３月３１日までの契約締結を見込み、手続を行った工

事は除く。 


